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は
じ
め
に

　
富
士
川
水
運
（
舟
運（
１
））

は
、
甲
斐
国
内
の
鰍
沢
・
青
柳
（
い
ず
れ
も
現
富
士
川
町
）・
黒

沢
（
現
市
川
三
郷
町
）
の
、
い
わ
ゆ
る
「
甲
州
三
河
岸
」
か
ら
駿
河
国
岩
渕
（
現
静
岡
県
富

士
市
）
ま
で
、
急
流
と
し
て
名
高
い
富
士
川
を
経
由
し
て
輸
送
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
近
年
は
研
究
状
況
が
低
調
で
あ
り
、
そ
の
実
像
に
つ
い
て
新
し
く
わ
か
る
こ
と
は
少
な
い
。

山
梨
県
立
博
物
館
で
は
、
令
和
二
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
三
年
間
、
富
士
川
水
運
を

テ
ー
マ
に
し
た
共
同
研
究
を
実
施
し
、
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
三
月
に
報
告
書
を
刊
行
す

る
予
定
で
あ
る（
２
）。
富
士
川
水
運
に
関
す
る
研
究
史
な
ど
、
基
礎
的
事
項
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
富
士
川
水
運
に
お
け
る
甲
斐
国
内
の
主
要
な
拠
点
で
あ
る
「
甲
州
三
河
岸
」
の
一
つ
、
鰍

沢
は
、
発
掘
調
査
な
ど
か
ら
も
そ
の
殷
賑
ぶ
り
が
推
測
さ
れ
る
河
岸
で
あ
る（
３
）。
し
か
し
、
鰍

沢
河
岸
が
果
た
し
た
役
割
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
富
士
川
水
運
の
拠
点
で
あ
る

こ
と
以
上
に
は
評
価
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
に
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に

取
引
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
具
体
像
は
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。

　
ま
た
富
士
川
水
運
で
運
ば
れ
た
の
は
、
甲
斐
国
内
の
物
資
ば
か
り
で
は
な
い
。
す
で
に
さ

ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
鰍
沢
に
は
松
本
藩
や
諏
訪
高
島
藩
が
蔵
を
置

き
、
出
入
り
の
商
人
が
藩
か
ら
委
託
を
う
け
、
米
の
取
引
を
行
っ
て
い
た（
４
）。
し
か
し
自
治
体

史
や
研
究
論
文
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
の
富
士
川
水
運
へ
の
言
及
は
、
甲
斐
国
内
で
の
状
況
を

説
明
す
る
の
み
で
あ
り
、
信
濃
国
な
ど
近
隣
地
域
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
関
心
の
外
に
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
共
同
研
究
の
調
査
の
過
程
で
確
認
さ
れ
た
「
松

本
御
米
仕
切
帳（
５
）」

を
取
り
上
げ
る
。
本
史
料
は
縦
三
一
・
〇
セ
ン
チ
、
横
二
〇
・
二
セ
ン
チ
、

厚
さ
四
・
七
セ
ン
チ
、
全
一
九
七
丁
か
ら
な
る
冊
子
で
あ
る
。
現
在
は
山
梨
県
立
博
物
館
が

所
蔵
す
る
頼
生
文
庫
と
い
う
資
料
群
の
う
ち
の
一
点
で
あ
り
、
山
梨
県
立
図
書
館
か
ら
移
管

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
萩
原
頼
平
の
収
集
史
料
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
以
前
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
筆
跡
な
ど
か
ら
、
複
数
人
が
記
録
に
か
か
わ
っ
た
と
み

ら
れ
る
が
、
作
成
側
の
人
物
と
し
て
名
前
が
あ
が
る
の
は
鰍
沢
米
問
屋
河
住
忠
右
衛
門
の
み

で
あ
る
。
史
料
の
末
尾
や
裏
表
紙
に
は
「
松
本
御
米
問
屋
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
忠
右
衛
門
は
松
本
藩
に
出
入
り
し
た
問
屋
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
そ
の
忠
右
衛
門

の
記
録
か
ら
、
鰍
沢
河
岸
に
お
け
る
米
の
取
引
の
よ
う
す
を
み
る
こ
と
で
、
鰍
沢
の
商
人
と

藩
と
の
関
係
や
、
米
の
輸
送
経
路
と
換
金
の
方
法
な
ど
を
読
み
解
き
、
鰍
沢
が
果
た
し
て
い

た
経
済
的
な
役
割
を
考
え
て
み
た
い
。
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一
　
寛
保
三
年
分
の
記
述
か
ら
み
る
「
松
本
御
米
仕
切
帳
」
の
性
格

　
本
稿
で
分
析
の
対
象
と
す
る
「
松
本
御
米
仕
切
帳
」
に
は
、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
か

ら
宝
暦
四
（
一
七
五
五
）
年
ま
で
の
一
二
年
間
の
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
末
尾
に
は
新

帳
に
切
り
替
え
る
旨
の
記
述
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
期
間
以
外
の
も
の
も
作
成
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
時
点
で
確
認
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
記
述
内
容
に
つ
い
て
、
寛

保
三
年
段
階
の
も
の
は
あ
ま
り
省
略
が
み
ら
れ
ず
、
年
が
進
む
に
従
っ
て
記
述
が
省
略
さ
れ

た
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
な
る（
６
）こ

と
か
ら
、
鰍
沢
河
岸
の
米
問
屋
商
人
で
あ

る
河
住
忠
右
衛
門
が
松
本
藩
と
関
係
を
も
ち
、
こ
う
し
た
記
録
を
作
成
し
始
め
た
時
期
は
、

寛
保
三
年
を
大
き
く
は
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
記
主
の
河
住
忠
右
衛
門
は
、

現
段
階
で
は
本
史
料
以
外
に
そ
の
名
前
や
活
動
の
よ
う
す
を
確
認
で
き
ず
、
ど
の
よ
う
な
人

物
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
史
料
は
、そ
の
忠
右
衛
門
が
、松
本
藩
の
役
人
に
送
っ

た
決
算
書
の
写
し
を
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る（
７
）。

鰍
沢
は
甲
斐
国
だ
け
で
は
な
く
、
松
本
藩
や

諏
訪
高
島
藩
な
ど
も
廻
米
の
た
め
に
経
由
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
拠
点
を
置
い
て
い
た
こ
と

が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
示
す
史
料
と
し
て
、『
鰍
沢
町
誌
（
資
料
編
）』

に
は
、「
諏
訪
高
島
藩
廻
米
御
用
留
」
（
８
）

が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
じ
鰍
沢
河
岸
の
問
屋

雨
宮
与
一
左
衛
門
が
諏
訪
高
島
藩
に
提
出
し
た
米
な
ど
の
売
却
代
金
・
輸
送
費
用
な
ど
の
報

告
書
で
あ
り
、寛
延
元
（
一
七
四
八
）
年
か
ら
宝
暦
一
一
年
、同
年
か
ら
天
明
四
（
一
七
八
四
）

年
、弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
か
ら
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
の
三
冊
分
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

長
期
に
わ
た
る
記
録
で
、
諏
訪
高
島
藩
に
よ
る
鰍
沢
で
の
米
の
取
引
状
況
を
示
す
史
料
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、「
松
本
御
米
仕
切
帳
」
は
松
本
藩
の
米
を
扱
う
商
人
に
よ
る
同
様
の
記
録

で
あ
り
な
が
ら
、
時
期
的
に
「
諏
訪
高
島
藩
廻
米
御
用
留
」
に
先
行
し
、
ま
た
扱
う
物
量
は

そ
れ
ら
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
中
ご
ろ
に
お
け
る
鰍
沢
で
の
物
流

の
状
況
を
探
る
う
え
で
、
こ
ち
ら
も
ま
た
重
要
な
史
料
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
寛
保
三
年
の
決
算
書
類
を
も
と
に
、
本
史
料
の
構
成
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

最
初
に
示
さ
れ
る
「
御
米
請
払
目
録
」
は
、
寛
保
二
年
の
決
算（
９
）か

ら
寛
保
三
年
の
決
算
書
が

作
成
・
提
出
さ
れ
た
閏
四
月
二
二
日
ま
で
の
間
に
忠
右
衛
門
が
扱
っ
た
松
本
藩
関
係
の
米
の

「
請
」
と
「
払
」、
す
な
わ
ち
出
入
り
状
況
を
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
年
は
二
、

一
六
四
駄
を
荊
沢
（
現
南
ア
ル
プ
ス
市
）
か
ら
、
四
二
一
駄
を
若
尾
（
現
韮
崎
市
）
か
ら
、

七
一
駄
を
韮
崎
（
現
韮
崎
市
）
か
ら
、
合
計
二
、六
五
六
駄
、
俵
に
し
て
五
、三
一
二
俵
が
忠

右
衛
門
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
南
部
（
現
南
部
町
）
に
九
七
五
俵
を
船
で
送
り
、

残
り
の
四
、三
三
七
俵
を
、
忠
右
衛
門
は
鰍
沢
で
売
却
し
た
と
い
う
。

　
次
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
「
筵
皮
御
米
運
賃
目
録
」
で
あ
る
。「
筵
皮
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
判
然
と
し
な
い
が
、
中
世
の
筵
付
米
を
連
想
さ
せ
る
そ
の
名
称
か
ら
、
付
加
税
で
あ
る

口
米
の
一
種
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
筵
皮
米
三
〇
〇
駄
を
運
ぶ
の
に
銭
六
〇

貫
文
の
運
賃
が
か
か
っ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
米
六
〇
〇
俵
の
番
賃
と
し
て
六
二
四
文
が
計
上

さ
れ
て
い
る）

10
（

。
ま
た
一
〇
二
俵
の
米
を
岩
渕
に
下
す
に
あ
た
り
、
三
〇
俵
積
の
船
三
艘
四
分

87
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が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
四
艘
の
船
に
積
ま
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う

に
船
数
を
端
数
で
算
出
す
る
の
は
、
一
つ
に
は
運
賃
の
計
算
を
厳
密
に
行
う
た
め
、
も
う
一

つ
は
他
の
荷
物
と
の
混
載
を
計
算
に
入
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
一
艘
に
つ
き

四
六
匁
三
分
七
厘
、
都
合
一
五
七
匁
六
分
五
厘
が
計
上
さ
れ
、
金
二
両
二
分
・
銀
一
二
匁
六

分
五
厘
に
換
算
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
銀
は
銭
八
五
六
文
に
改
め
ら
れ
、
上
諏
訪
か
ら
の
運

賃
、
番
賃
、
岩
渕
へ
の
船
賃
の
合
計
と
し
て
金
二
両
二
分
と
銭
六
一
貫
四
八
〇
文
が
忠
右
衛

門
に
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
六
一
貫
余
り
に
つ
い
て
、
忠
右
衛
門
は
三
回
に
分
け
て
金
へ
の
両
替
を
行
っ
て
い
る
。

金
と
銭
と
の
相
場
を
見
な
が
ら
、
最
も
有
利
な
相
場
の
時
に
最
も
多
く
の
銭
を
金
に
換
え
た

よ
う
で
、
最
終
的
に
は
金
一
八
両
二
分
と
銭
四
四
二
文
が
忠
右
衛
門
の
手
に
わ
た
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
と
き
の
筵
皮
米
三
〇
〇
駄
、
俵
に
し
て
六
〇
〇
俵
の
米
に
つ
い
て
、
忠
右
衛
門

は
岩
渕
に
一
〇
二
俵
を
送
り
、
残
る
四
九
八
俵
は
「
当
地
売
」、
す
な
わ
ち
鰍
沢
で
売
却
し

て
い
る
。
こ
の
年
に
限
ら
ず
、本
史
料
全
体
を
通
し
て
、忠
右
衛
門
が
松
本
藩
か
ら
受
け
取
っ

た
米
に
つ
い
て
は
、
岩
渕
を
経
由
し
て
江
戸
や
大
坂
に
送
る
米
よ
り
、
鰍
沢
で
売
却
す
る
米

の
ほ
う
が
多
い
の
で
あ
る）

11
（

。
松
本
藩
に
と
っ
て
、
鰍
沢
は
単
に
物
流
の
拠
点
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
領
域
外
の
市
場
と
し
て
、
米
の
換
金
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　
続
く「
御
米
番
賃
目
録
」で
は
、五
、三
一
〇
俵
の
米
の
番
賃
と
し
て
銭
五
貫
五
三
二
文
、「
船

指
」
こ
と
船
頭
の
拝
領
分
と
し
て
銭
三
〇
〇
文
、「
増
番
賃
」
と
し
て
一
両
二
分
が
計
上
さ
れ

て
い
る
。
番
賃
は
「
一
俵
一
文
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
や
や
多
く
請
求
さ
れ
て

い
る
。「
筵
皮
御
米
買
上
目
録
」
で
は
、
忠
右
衛
門
が
二
八
〇
俵
の
米
を
金
一
〇
両
に
つ
き

二
八
俵
の
相
場
で
買
い
取
っ
た
代
金
一
〇
〇
両
、
二
一
六
俵
の
米
を
金
一
〇
両
あ
た
り
二
三

俵
の
相
場
で
買
い
取
っ
た
代
金
九
三
両
三
分
余
り
、
溢
米）

12
（

二
俵
も
同
じ
相
場
で
金
三
分
余
り

と
し
、
都
合
四
九
八
俵
の
米
を
一
九
四
両
三
分
余
り
で
買
い
取
り
、
そ
の
代
金
を
上
納
し
た

こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
次
の
「
覚
」
は
、
他
の
箇
所
で
は
「
駄
賃
目
録
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
米
四
二
一
駄
（
八
四
二
俵
）
を
若
尾
か
ら
鰍
沢
ま
で
運
ん
だ
駄
賃
と
し
て

四
三
貫
四
一
五
文
を
計
上
し
て
い
る
。「
一
駄
百
三
文
」
と
あ
る
が
、
そ
の
通
り
だ
と
す
る
と

四
三
貫
三
六
三
文
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
五
二
文
多
く
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
後
で
検
討
し
て
み
た
い
。
駄
賃
・
番
賃
に
関
し
て
は
、
全
体
を
通
し
て
み
て
も
単
価

と
総
額
が
一
致
す
る
場
合
の
ほ
う
が
少
な
く
、
な
ん
ら
か
の
商
慣
行
が
存
在
し
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。

　「
御
米
買
上
目
録
」
で
は
、
四
、三
三
七
俵
の
米
を
忠
右
衛
門
が
買
い
取
り
、
一
、五
四
八

両
一
分
余
り
を
上
納
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
換
金
は
六
筆
に
分
け
ら
れ
、

そ
れ
ら
の
相
場
は
微
妙
に
異
な
っ
て
お
り
、
金
一
〇
両
に
つ
き
二
四
俵
四
分
か
ら
三
〇
俵
六

分
ま
で
幅
が
あ
る
。
素
直
に
考
え
れ
ば
、
実
際
の
相
場
で
六
回
に
分
け
て
換
金
さ
れ
た
と
み

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
六
筆
の
代
金
を
見
て
い
く
と
、
五
〇
〇
両
、
二
〇
〇
両
、

四
五
〇
両
、
六
〇
両
、
二
〇
〇
両
、
二
〇
〇
両
、
二
三
八
両
一
分
と
銀
一
四
匁
四
厘
と
な
っ

て
お
り
、
最
後
の
一
筆
を
除
い
て
売
却
代
金
が
あ
ま
り
に
も
整
い
す
ぎ
て
い
る
感
が
あ
る
。

こ
れ
が
「
御
米
」
と
表
記
さ
れ
る
松
本
藩
の
年
貢
米
の
換
金
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
れ

ば
、
こ
の
売
却
代
金
の
額
が
ま
ず
先
に
あ
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
換
金
相
場
や
米
の
俵
数
が

設
定
さ
れ
た
と
み
る
ほ
う
が
自
然
な
の
で
は
な
い
か
。

　
次
の
「
覚
」
は
、他
の
箇
所
で
は
「
雑
用
金
」
と
し
て
出
て
く
る
、松
本
と
の
往
来
に
か
か
っ

た
経
費
の
領
収
証
で
あ
る
。
こ
の
時
は
一
年
間
に
延
べ
三
〇
〇
回
鰍
沢
と
松
本
と
の
間
を
上

下
し
た
と
あ
り
、
一
度
に
数
名
が
移
動
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
、
か
な
り
の
頻
度

で
松
本
と
の
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
毎
年
の
最
後
に
記
さ
れ
る
の
が
「
差
引
目
録
」
で
あ
る
。
ま
ず
米

の
売
却
代
金
分
の
金
額
と
松
本
藩
か
ら
渡
さ
れ
た
運
賃
の
前
渡
分
を
足
し
合
わ
せ
、
忠
右
衛

門
が
松
本
藩
に
支
払
う
べ
き
金
額
と
し
て
金
一
、七
四
三
両
一
分
・
銀
一
匁
四
分
二
厘
を
計

上
す
る
。
こ
の
銀
は
銭
で
あ
ら
わ
す
と
九
二
文
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
八
回
に
分

け
て
上
納
し
て
き
た
金
額
を
引
き
、
さ
ら
に
貸
与
さ
れ
た
二
〇
〇
両
や
、
実
際
に
か
か
っ
た

86
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運
賃
・
番
賃
・
駄
賃
な
ど
必
要
経
費
の
合
計
で
あ
る
金
一
、一
三
一
両
三
分
と
銭
八
七
三
文

を
差
し
引
き
し
、
金
六
四
九
両
一
分
と
銭
二
〇
三
文
を
「
不
足
」、
す
な
わ
ち
忠
右
衛
門
が

松
本
藩
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
と
し
て
計
上
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
金
二
三
八
両

一
分
と
銀
一
四
匁
四
厘
は
、
こ
の
目
録
が
出
さ
れ
た
後
の
五
月
二
五
日
に
上
納
す
る
予
定
と

し
、
残
り
が
金
四
一
〇
両
三
分
と
銭
二
三
三
文
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の

四
一
〇
両
余
り
が
ど
う
な
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
二
〇
〇
両
の
「
拝
借
」
分
と
と
も
に

松
本
藩
に
上
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
の
仕
切
帳
か
ら
は
、
松
本
藩
か
ら
忠
右
衛
門
に
与
え
ら
れ
た
給
分
に
つ
い
て
は

わ
か
ら
な
い
。
時
折
「
拝
借）

13
（

」
や
「
忠
右
衛
門
御
渡
し）

11
（

」
な
ど
が
現
れ
る
が
、
毎
年
出
て
く

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
帳
面
か
ら
わ
か
る
範
囲
以
外
に
も
、
松
本
藩
と
忠
右
衛
門
と
の
間

に
は
、
何
ら
か
の
契
約
や
や
り
取
り
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
忠
右
衛
門
は
、
一
年
間
の
取
引
の
様
子
を
「
御
米
請
払
目
録
」、「
筵
皮
御

米
駄
賃
目
録
」、「
筵
皮
御
米
請
払
目
録
」、「
御
米
番
賃
目
録
」、「
筵
皮
御
米
買
上
目
録
」、「
覚

（
御
米
駄
賃
目
録
）」、「
御
米
買
上
目
録
」、「
覚
（
雑
用
金
目
録
）」、
そ
し
て
「
差
引
目
録
」

と
い
う
、
九
つ
の
帳
簿
に
よ
っ
て
整
理
し
、
松
本
藩
に
報
告
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の

書
類
は
、
す
べ
て
寛
保
三
年
閏
四
月
二
二
日
と
い
う
同
一
の
日
付
を
持
つ
。
こ
れ
は
本
史
料

に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
二
年
間
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
書
類
が
同

時
に
作
成
・
提
出
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、

ま
た
後
ほ
ど
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
各
「
目
録
」
の
検
討

　
（
一
）「
差
引
目
録
」
の
検
討

　
そ
れ
で
は
、ま
ず
本
史
料
に
収
め
ら
れ
た
一
二
年
間
の「
差
引
目
録
」を
見
比
べ
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
忠
右
衛
門
の
主
要
な
仕
事
で
あ
る
米
の
換
金
に
つ
い
て
、
そ
の
換
金
額
の
推
移
を
見

て
い
き
た
い
（【
表
１
】）。
多
く
の
年
で
「
御
米
」
と
「
筵
皮
御
米
」
の
取
引
額
が
分
け
ら

れ
て
い
る
が
、
寛
保
三
年
は
「
惣
米
代
金
」、
延
享
四
年
と
寛
延
四
年
に
つ
い
て
は
「
御
米

買
上
目
録
金
高
」
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
金
額
や
「
惣
米
代
金
」
な
ど
の
表
記
の

仕
方
か
ら
、
こ
れ
ら
が
こ
の
年
の
米
の
買
取
総
額
を
指
す
と
判
断
し
た
。
他
の
年
に
つ
い
て

は
「
御
米
」
と
「
筵
皮
御
米
」
の
買
取
代
金
の
合
計
額
を
算
出
し
て
い
る
。
期
間
中
の
平
均

値
は
金
一
、三
〇
四
両
三
分
余
り
、
銀
一
三
匁
九
分
七
厘
余
り
と
な
る）

11
（

。
最
大
は
寛
延
元
年

の
二
、五
一
六
両
二
分
・
銀
二
〇
匁
五
分
七
厘
、
最
小
は
延
享
元
年
の
四
六
五
両
・
銀
四
匁

六
分
六
厘
で
あ
っ
た
。

81

御米俵数 筵皮御米俵数 合計俵数 換金額

寛保３年 1312 600 1912 金1713両１分 銀１匁４分２厘

延享元年 2136 781 3220 金161両 銀４匁６分６厘

延享２年 2921 1190 1111 金1213両２分 銀19匁３分８厘

延享３年 2108 271 2682 金1027両２分 銀21匁１分８厘

延享４年 1110 ─ 1110 金1062両１分 銀11匁７厘

寛延元年 6086 1681 7770 金2116両２分 銀20匁５分７厘

寛延２年 1711 2162 6916 金1911両 銀27匁３分７厘

寛延３年 2901 811 3718 金1121両１分 銀５匁２分２厘

寛延４年 3732 ─ 3732 金1029両 銀11匁７分１厘

宝暦２年 1261 3212 7176 金1223両１分 銭821文

宝暦３年 1988 990 1978 金1213両３分 銀20匁２分７厘

宝暦４年 1166 21 1190 金1011両１分 銀９匁６分７厘

【表１】　「御米請払目録」・「筵皮御米請払目録」にみる米の取扱高と換金額
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こ
の
両
年
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
換
金
額
が
期
間
中
最
小
と

な
っ
た
延
享
元
年
は
、「
御
米
」
八
一
四
俵
と
「
筵
皮
御
米
」
一
三
二
俵
が
通
常
通
り
換
金
さ

れ
、そ
れ
ぞ
れ
三
〇
二
両
・
銀
一
五
匁
九
分
四
厘
と
金
五
〇
両
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、

こ
の
後
に
「
焼
御
米
」
と
し
て
焼
け
残
り
の
米
六
八
九
俵
と
、
消
火
活
動
に
あ
た
っ
た
者
へ

の
手
当
や
船
の
損
料
と
し
て
二
〇
俵
が
支
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
六
八
九
俵

は
三
回
に
分
け
て
換
金
さ
れ
た
が
、
そ
の
相
場
は
極
め
て
米
が
安
い
も
の
で
あ
っ
た
。
他
の

年
の
例
な
ど
で
は
、
通
常
で
あ
れ
ば
金
一
〇
両
に
つ
き
二
六
俵
か
ら
三
〇
俵
程
度
で
取
引
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
、「
札
差
御
米
」
二
五
一
俵
が
、
金
一
〇
両
に
つ
き
四
六
俵
四
分
の
相
場
で

金
五
四
両
と
銀
五
匁
五
分
に
、「
筵
皮
御
米
」
五
九
俵
が
同
じ
相
場
で
金
一
二
両
二
分
と
銀

一
二
匁
五
分
と
さ
れ
る
な
ど
、
通
常
の
七
割
程
度
で
換
金
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
御
米
」

三
七
九
俵
に
至
っ
て
は
、
金
一
〇
両
に
つ
き
八
二
俵
四
分
で
取
引
さ
れ
、
金
四
五
両
三
分
と

銀
一
四
匁
二
分
と
、
極
め
て
安
く
買
い
た
た
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
年
の
「
御
米

請
払
目
録
之
事
」
で
は
、
こ
の
年
、
忠
右
衛
門
の
も
と
に
は
荊
沢
・
若
尾
・
韮
崎
な
ど
か
ら
一
、

二
一
八
駄
（
二
、四
三
六
俵
）
の
米
が
「
御
米
」
と
し
て
集
め
ら
れ
、
そ
の
う
ち
四
二
俵
は

南
部
、
二
四
〇
俵
は
岩
渕
へ
送
ら
れ
た
。
残
り
の
う
ち
八
一
四
俵
は
無
事
で
あ
っ
た
よ
う
だ

が
、焼
け
残
り
の
六
五
〇
俵
を
除
い
た
六
九
〇
俵
が
「
焼
失
米
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
筵

皮
御
米
」
と
し
て
松
本
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
三
九
二
駄
、
七
八
四
俵
の
米
は
、
一
三
二
俵
が

鰍
沢
で
換
金
さ
れ
、
残
る
五
九
俵
が
焼
け
残
り
、
五
九
三
俵
が
「
焼
失
米
」
と
な
っ
て
い

る）
16
（

。
同
年
の
「
覚
」
の
な
か
に
は
、
俵
や
菰
、
縄
・
杭
、
飛
脚
賃
・
人
足
賃
な
ど
、
蔵
の
焼

失
を
う
け
て
発
生
し
た
経
費
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
火
災
が
発
生
し
た
日

は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
年
に
忠
右
衛
門
が
米
を
貯
蔵
し
て
い
た
蔵
が
焼
失
し
、
取
引
高
の

四
分
の
一
余
り
の
米
を
焼
失
す
る
大
き
な
被
害
が
出
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
そ
の
火
災
の
損
害
を
、
忠
右
衛
門
で
は
な
く
松
本
藩
側
が
負
担
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た

い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
目
録
上
の
数
値
が
実
際
の
数
値
と
異
な
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
が
、

本
史
料
に
よ
る
限
り
、
蔵
の
焼
失
に
際
し
て
そ
の
荷
物
の
損
失
は
荷
主
で
あ
る
松
本
藩
が
負

担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
運
送
の
道
中
で
火
災
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
駄
賃

な
ど
に
も
影
響
が
出
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
す
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
米
は

す
べ
て
鰍
沢
の
松
本
藩
の
蔵
に
運
ば
れ
、
そ
こ
で
火
災
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う）

17
（

。
先

に
み
た
寛
保
三
年
の
「
御
米
買
上
目
録
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
忠
右
衛
門
は
米
を
複

数
回
に
分
け
て
換
金
し
て
い
た
。
そ
の
換
金
の
時
期
は
、
鰍
沢
河
岸
に
お
け
る
米
の
相
場
な

ど
様
々
な
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
換
金
の
時
期
は
忠
右

衛
門
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
換
金
以
前
の
荷
物
の
損
失
は
、
荷
主
で
あ

る
松
本
藩
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
期
間
中
で
換
金
額
が
最
大
と
な
っ
た
寛
延
元
年
の
状
況
を
み
て
い
こ
う
。
ま
ず

「
御
米
買
上
目
録
」
で
は
、
五
、一
三
二
俵
の
米
が
九
回
に
分
け
て
換
金
さ
れ
、
相
場
は
金

一
〇
両
に
つ
き
二
三
俵
八
分
か
ら
三
二
俵
三
分
と
、
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
や
や
米
高

の
相
場
で
あ
り
、「
御
米
」
は
金
一
、八
二
五
両
と
銀
二
匁
一
分
四
厘
に
な
っ
た
。
ま
た
「
筵

皮
御
米
買
上
目
録
」
で
は
、
一
、六
八
四
俵
の
米
が
五
回
に
分
け
て
換
金
さ
れ
、
そ
の
相
場

は
金
一
〇
両
に
つ
き
二
二
俵
八
分
か
ら
二
八
俵
と
極
め
て
米
高
で
あ
り
、
金
六
九
一
両
と
銀

八
匁
四
分
三
厘
に
換
金
さ
れ
て
い
る
。
同
年
の
諏
訪
高
島
藩
の
記
録
も
残
っ
て
い
る
が
、
こ

ち
ら
は
金
一
〇
両
に
つ
き
お
お
よ
そ
二
六
俵
か
ら
二
六
俵
五
分
前
後
で
あ
り）

18
（

、
そ
れ
と
比
べ

て
も
格
段
に
高
い）

19
（

。

　
こ
う
し
た
状
況
が
発
生
す
る
背
景
と
し
て
、
い
く
つ
も
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
本
史

料
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
米
相
場
は
一
日
単
位
で
大
き
く
変
動
し
て
い
た
。
諏
訪
高

島
藩
の
記
録
で
は
、
寛
延
元
年
一
一
月
二
日
に
金
一
〇
両
に
つ
き
二
六
俵
五
分
、
同
年
一
二

月
に
同
じ
く
二
六
俵
と
い
う
相
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
忠
右
衛
門
が
松
本
藩
の
米
を

換
金
し
た
時
期
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
一
度
に
す
べ
て
換
金
す
る
の
で
は
な
く
、
何
度
も

分
割
し
て
換
金
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
忠
右
衛
門
が
米
高
に
な
る
時
期
を
選
ん
で
換
金
を

行
っ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
忠
右
衛
門
は
、
松
本
藩
の
利
益

を
最
大
に
す
る
よ
う
に
動
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
米
問
屋
と
し
て
米
取
引
を
請
け
負
う
と
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い
う
こ
と
だ
け
み
れ
ば
、
受
け
取
っ
た
米
を
そ
の
時
の
相
場
で
ま
と
め
て
換
金
し
、
代
金
を

渡
し
て
し
ま
う
方
が
、
書
類
の
上
で
も
簡
単
で
あ
る
。
あ
え
て
複
数
回
に
分
割
し
て
換
金
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
松
本
藩
の
た
め
に
工
夫
を
こ
ら
す
忠
右
衛
門
の
姿
が
透
け
て
み

え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
決
算
書
と
い
う
性
格
か
ら
は
、
米
の
俵
数
と
そ
の
換
金
額
だ
け
あ

れ
ば
十
分
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
都
度
の
取
引
に
つ
い
て
結
果
を
書
き
残
し
、
藩
に
報
告
し

て
い
る
の
も
、
自
分
の
商
行
為
の
正
当
性
を
藩
に
認
め
さ
せ
、
信
頼
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
二
）「
御
米
請
払
目
録
」
の
検
討

　
次
に
、
忠
右
衛
門
が
扱
う
米
の
輸
送
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
各
年
の
「
御
米
請
払
目
録
」

に
は
、
鰍
沢
の
忠
右
衛
門
の
も
と
に
ど
こ
か
ら
ど
れ
だ
け
の
米
が
運
ば
れ
、
そ
の
う
ち
ど
れ

だ
け
が
富
士
川
を
下
っ
た
か
、
あ
る
い
は
鰍
沢
で
売
却
さ
れ
た
か
が
わ
か
る
。
米
が
運
ば
れ

て
く
る
の
は
、
甲
斐
国
内
で
は
荊
沢
（
現
南
ア
ル
プ
ス
市
）、
若
尾
（
現
韮
崎
市
）、
韮
崎
（
現

韮
崎
市
）、
青
木
（
現
韮
崎
市
）、
台
ケ
原
（
現
北
杜
市
）、
甲
府
（「
府
中
」、
現
甲
府
市
）

な
ど
が
み
ら
れ
る
。
信
濃
国
で
は
金
沢
（
現
茅
野
市
）、
上
諏
訪
（
現
諏
訪
市
）、
松
本
（
現

松
本
市
）
な
ど
が
あ
る
。「
大
坂
屋
」・「
麻
屋
」
な
ど
、
屋
号
の
み
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、「
麻
屋
」・「
芳
野
屋
」
は
上
諏
訪
の
者
で
あ
る
こ
と
が
宝
暦
二
年
の
「
筵
皮
御
米
請
払
目

録
」
か
ら
わ
か
る
の
で
、「
大
坂
屋
」
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
上
諏
訪
あ
た
り
の
人
物
と

考
え
て
お
き
た
い
。

　
年
毎
の
米
の
取
引
高
も
確
認
し
て
お
き
た
い
（【
表
１
】）。「
御
米
」
と
「
筵
皮
御
米
」
を

合
わ
せ
た
取
扱
米
高
の
期
間
内
の
平
均
は
五
、〇
三
九
俵
余
り
で
、
寛
延
元
年
の
七
、七
七
〇

俵
が
最
高
と
な
り
、
宝
暦
二
年
の
七
、四
七
六
俵
が
こ
れ
に
続
き
、
一
番
少
な
い
の
は
延
享

三
年
で
二
、六
八
二
俵
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
先
に
見
た
換
金
後
の
金
額
を
重
ね
て
み
る
と
、

最
も
換
金
額
が
高
く
な
っ
た
寛
延
元
年
が
取
扱
米
高
も
多
か
っ
た
。
ま
た
蔵
が
火
災
に
遭
っ

た
延
享
元
年
を
除
け
ば
、
換
金
額
が
一
、〇
〇
〇
両
を
下
回
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
に
忠

右
衛
門
が
米
を
買
い
取
る
に
あ
た
り
、
複
数
回
に
分
割
し
て
換
金
し
て
い
る
よ
う
す
か
ら
、

相
場
が
有
利
な
時
期
を
選
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
が
、
忠
右
衛
門
は
、
松
本

藩
へ
の
上
納
金
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
な
る
よ
う
に
、
ま
た
一
定
金
額
を
下
回
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
意
識
し
て
時
期
を
選
び
、
米
の
換
金
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
こ
そ

が
、
遠
く
離
れ
た
松
本
藩
や
諏
訪
高
島
藩
が
鰍
沢
に
蔵
お
よ
び
問
屋
を
置
く
背
景
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。
そ
の
時
々
の
相
場
の
動
向
を
見
定
め
て
、
売
却
益
が
最
大
に
な
る
よ
う
に
取
引
を

行
う
、
信
頼
す
る
に
足
る
商
人
を
抱
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
こ
れ
ら
の
藩
が
収
益
を
確
保
す
る

う
え
で
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
松
本
藩
や
諏
訪
高
島
藩
に
と
っ
て
、
鰍
沢

は
そ
の
財
政
を
支
え
る
重
要
拠
点
で
あ
っ
た）

20
（

。

　「
御
米
」
と
並
ん
で
記
さ
れ
る
「
筵
皮
御
米
」
に
つ
い
て
は
、年
毎
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
。

宝
暦
二
年
の
よ
う
に
三
、〇
〇
〇
俵
を
超
え
る
年
も
あ
れ
ば
、
宝
暦
四
年
の
よ
う
に
二
四
俵

だ
け
が
計
上
さ
れ
て
い
る
年
も
あ
り
、
記
載
さ
れ
て
い
な
い
年
に
つ
い
て
は
、「
差
引
目
録
」

に
も
記
述
が
な
い
あ
た
り
か
ら
す
る
と
、
取
引
自
体
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
筵
皮

御
米
」
は
「
御
米
」
の
取
引
を
補
完
し
た
り
、
有
利
な
相
場
の
時
に
よ
り
多
く
の
米
を
換
金

し
た
り
で
き
る
よ
う
に
一
程
度
周
辺
地
域
に
プ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
米
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘

し
て
お
き
た
い）

21
（

。

　
さ
て
忠
右
衛
門
は
、
各
所
か
ら
鰍
沢
に
運
ば
れ
た
米
を
、
あ
る
も
の
は
岩
渕
や
南
部
に
富

士
川
水
運
を
介
し
て
運
び
、
あ
る
も
の
は
鰍
沢
で
売
却
し
て
い
た
。
そ
の
割
合
は
年
毎
に
異

な
る
が
、
忠
右
衛
門
は
取
り
扱
う
米
の
大
半
を
鰍
沢
で
売
却
し
、
そ
の
売
却
代
金
を
松
本
藩

に
上
納
し
て
い
る
。
忠
右
衛
門
が
松
本
藩
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
鰍
沢
か
ら
岩
渕
や
南
部
ま
で

運
ぶ
米
は
、
全
体
か
ら
み
れ
ば
ご
く
一
部
で
あ
っ
た
。
幕
領
が
多
く
分
布
し
、
年
貢
米
の
多

く
を
江
戸
や
大
坂
に
運
ぶ
必
要
が
あ
る
甲
斐
国
一
般
の
状
況
と
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
が
、
鰍
沢
が
米
の
集
積
地
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
大
量
の
米
を
換
金
す
る
こ
と
が
で
き

る
市
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
意
識
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
忠
右
衛
門
の
米
の
仕
入
れ
先
と
そ
の
割
合
に
つ
い
て
み
て
き
た
い
。「
御
米
」
と
「
筵
皮
御
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米
」
を
あ
わ
せ
る
と
、
寛
保
三
年
は
七
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
荊
沢
か
ら
、
一
四
・
二
パ
ー
セ

ン
ト
が
若
尾
か
ら
、
一
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
上
諏
訪
か
ら
、
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
韮
崎
か

ら
運
ば
れ
て
い
た
。
同
様
に
、
以
下
年
ご
と
に
多
い
も
の
を
み
て
い
く
と
、
延
享
元
年
は
若

尾
か
ら
の
荷
物
が
五
二
八
駄
で
全
体
の
三
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
。
延
享
二
年

も
若
尾
か
ら
の
も
の
が
八
四
七
駄
で
三
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
延
享
三
年
に
は

荊
沢
が
五
六
七
駄
、四
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
最
も
多
く
、若
尾
は
二
一
七
駄
で
一
六
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
た
。
延
享
四
年
に
は
若
尾
が
八
八
〇
駄
で
四
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
た
。
以
降
、
若
尾
は
寛
延
元
年
に
は
一
、八
五
一
駄
で
四
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
二
年
に

は
一
、一
六
四
駄
で
三
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
三
年
に
は
七
八
六
駄
で
四
一
・
九
パ
ー
セ
ン

ト
、
同
四
年
に
は
八
六
一
駄
で
四
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
が
、
宝
暦
二
年
に
は
上
諏
訪
・

荊
沢
・
金
沢
が
若
尾
を
上
回
り
、
以
降
は
宝
暦
三
年
の
荊
沢
、
同
四
年
の
金
沢
・
荊
沢
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

　
先
に
取
扱
米
高
の
変
遷
を
み
た
が
、
こ
の
よ
う
に
仕
入
れ
先
ま
で
年
々
変
動
す
る
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
か
。
損
免
や
商
い
荷
物
の
存
在
を
考
慮
す
る
に
し
て
も
、
年
貢
米
を
輸
送
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
決
ま
っ
た
数
の
米
が
、
決
ま
っ
た
地
域
か
ら
集
め
ら
れ
、
決
ま
っ

た
ル
ー
ト
を
通
じ
て
運
ば
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
る

の
は
、
例
え
ば
若
尾
か
ら
忠
右
衛
門
の
も
と
に
持
ち
込
ま
れ
る
米
が
、
あ
る
年
は
四
〇
〇
駄

余
り
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
年
は
一
、八
〇
〇
駄
を
超
え
る
と
い
う
よ
う
に
、
年
ご
と
の
ば
ら

つ
き
の
大
き
さ
と
、
米
の
送
り
元
の
多
様
さ
で
あ
る
。
さ
き
に
「
筵
皮
御
米
」
が
周
辺
地
域

に
プ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
米
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
点
か
ら
は
「
御
米
」
さ
え

も
そ
う
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
す
で
に
見
た
通
り
、
忠
右
衛
門
は
大
量
の
米
を
受
け
取
っ
た
後
、
南
部
や
岩
渕
ま
で
下
す

場
合
と
、
鰍
沢
で
売
却
す
る
場
合
が
あ
り
、
後
者
の
割
合
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
。
す
な
わ

ち
忠
右
衛
門
、ひ
い
て
は
松
本
藩
に
と
っ
て
、鰍
沢
河
岸
は
米
穀
の
販
売
・
換
金
市
場
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
先
の
輸
送
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
鰍
沢
河
岸
は
、
富

士
川
水
運
の
拠
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
甲
信
地
域
有
数
の
米
の
集
散
地
で
あ
っ
た
。

三
　
忠
右
衛
門
に
よ
る
取
引
の
特
徴

　
（
一
）
駄
賃
・
運
賃

　
本
史
料
は
、
米
の
売
買
記
録
と
い
う
性
質
か
ら
、
米
の
輸
送
に
際
し
て
発
生
す
る
運
賃
・

駄
賃
の
記
述
も
多
い
。【
表
２
】
は
本
史
料
に
記
さ
れ
た
駄
賃
の
一
覧
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ

る
と
、寛
保
三
年
に
は
、上
諏
訪
か
ら
鰍
沢
に
向
け
て
米
三
〇
〇
駄
（
六
〇
〇
俵
）
が
運
ば
れ
、

一
駄
あ
た
り
二
〇
〇
文
の
運
賃
が
か
か
り
、
合
計
金
額
は
六
〇
貫
文
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
矛

盾
な
く
解
釈
で
き
る
。
問
題
は
、
同
じ
年
に
若
尾
か
ら
鰍
沢
に
運
ば
れ
た
米
四
二
一
駄
の
駄

賃
で
あ
る
。
一
駄
あ
た
り
一
〇
三
文
と
あ
る
の
で
、
計
算
上
の
駄
賃
は
四
三
貫
三
六
三
文
で

あ
る
べ
き
だ
が
、
こ
こ
で
は
四
三
貫
四
一
五
文
が
駄
賃
と
し
て
松
本
藩
に
請
求
さ
れ
て
お
り
、

五
二
文
ほ
ど
多
く
計
上
さ
れ
て
い
る
。

　
他
の
年
も
、
駄
数
と
計
算
上
の
駄
賃
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
最
も
甚
だ
し
い
の
は

宝
暦
四
年
に
若
尾
か
ら
鰍
沢
に
米
四
九
八
俵
が
運
ば
れ
た
際
の
駄
賃
で
、
一
駄
あ
た
り

一
〇
九
文
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
計
算
上
は
五
四
貫
二
八
二
文
で
あ
る
が
、
忠
右
衛
門
は
松
本

藩
に
五
二
貫
四
六
六
文
し
か
請
求
し
て
い
な
い
。
実
に
一
貫
八
一
六
文
も
少
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ず
れ
は
、
ど
う
い
っ
た
事
例
で
発
生
し
て
い
る
の
か
。
忠
右
衛
門
が
取
り
扱
っ

た
米
の
多
く
は
若
尾
か
ら
運
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
若
尾
か
ら
の
輸
送
分
に
駄
賃
の
ず
れ
が

多
く
確
認
さ
れ
る
。
一
方
で
上
諏
訪
や
金
沢
な
ど
、
信
濃
国
か
ら
の
輸
送
に
つ
い
て
は
、
駄

賃
の
ず
れ
は
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。

　
ま
た
、
駄
賃
の
金
額
に
つ
い
て
も
解
釈
が
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
若
尾
か
ら
鰍
沢
へ
の

輸
送
は
、
寛
保
三
年
か
ら
延
享
二
年
は
一
駄
あ
た
り
一
〇
三
文
、
延
享
四
年
以
降
は
一
〇
九

文
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
延
享
三
年
に
は
一
駄
一
〇
〇
文
で
輸
送
が
行
わ
れ
、
さ

ら
に
延
享
四
年
に
は
同
じ
時
期
の
輸
送
と
み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
駄
一
〇
〇
文
と

一
〇
九
文
の
荷
物
が
発
生
し
て
い
る
。
ま
た
寛
延
元
年
に
は
一
三
八
文
、
寛
延
三
年
に
は
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一
三
二
文
で
輸
送
し
て
い
る
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
本
史
料
は
年
単
位
で
記
述
さ
れ
、
輸
送

の
時
期
を
詳
細
に
確
認
で
き
な
い
が
、
時
期
や
輸
送
者
の
事
情
に
よ
る
違
い
で
あ
る
可
能
性

も
あ
る
。

　
若
尾
以
外
か
ら
の
輸
送
も
み
て
み
よ
う
。
台
ケ
原
か
ら
若
尾
ま
で
は
、
距
離
が
近
い
た
め

か
、
一
駄
九
文
で
輸
送
が
行
わ
れ
て
い
る
（
延
享
二
年
）。
青
木
か
ら
鰍
沢
ま
で
も
四
例
確

認
で
き
、
駄
賃
は
寛
延
四
年
・
宝
暦
二
年
・
宝
暦
四
年
が
一
四
〇
文
、
宝
暦
三
年
が
一
四
五

文
で
あ
っ
た
。
上
諏
訪
か
ら
の
輸
送
は
、
寛
保
三
年
の
み
一
駄
二
〇
〇
文
だ
が
、
そ
の
他
に

確
認
で
き
る
寛
延
二
年
、
同
三
年
、
宝
暦
三
年
は
一
駄
一
〇
〇
文
、
宝
暦
二
年
に
は
一
四
〇

文
の
事
例
が
確
認
で
き
る
。
若
尾
か
ら
の
輸
送
と
ほ
ぼ
同
額
か
、
や
や
低
廉
な
価
格
で
輸
送

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
松
本
か
ら
の
輸
送
は
期
間
中
に
一
例
の
み
で
、
米
六
三
駄
を

一
駄
あ
た
り
一
〇
〇
文
で
運
ん
で
い
る
。
上
諏
訪
や
松
本
か
ら
の
輸
送
の
ほ
う
が
、
若
尾
・

鰍
沢
間
よ
り
も
場
合
に
よ
っ
て
は
駄
賃
が
安
い
。
詳
細
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ

れ
も
時
期
や
輸
送
者
に
よ
る
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
金
沢
か
ら
の
輸
送
は
期
間
中
二
例
の
み
で
、

延
享
四
年
は
一
駄
二
〇
〇
文
で
あ
り
、
寛
延
元
年
の
例
は
一
駄
あ
た
り
の
駄
賃
が
記
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
と
き
は
米
一
四
駄
が
二
貫
三
四
八
文
で
運
ば
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
計

算
す
る
と
一
六
七
文
余
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
本
史
料
に
お
け
る
米
の
輸
送
は
、
そ
の
多
く
が
駄
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら）
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、

中
馬
稼
ぎ
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
中
馬
稼
ぎ
は
、
組
織
化
さ
れ
て

い
な
い
農
閑
余
業
で
あ
り
、
統
一
的
な
駄
賃
相
場
が
存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
時

期
や
輸
送
者
に
よ
る
違
い
は
大
き
い
と
み
ら
れ
る
が
、
逆
に
若
尾
か
ら
の
輸
送
に
つ
い
て

一
〇
三
文
な
い
し
一
〇
九
文
と
い
う
相
場
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
忠
右
衛
門
が
あ

る
程
度
決
ま
っ
た
時
期
に
な
じ
み
の
輸
送
者
を
使
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
上
諏

訪
や
金
沢
か
ら
の
輸
送
が
必
ず
し
も
若
尾
や
青
木
な
ど
か
ら
の
輸
送
よ
り
も
駄
賃
が
高
い
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
点
も
興
味
深
い
。
輸
送
量
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
米
以
外
に
も
様
々

な
荷
物
を
混
載
し
て
運
ぶ
な
ど
し
た
こ
と
か
ら
、
運
賃
が
低
廉
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

81

発 着 輸送品 １駄あたり駄賃 帳簿上の駄賃と計算上の駄賃の差額 備考
寛保３年 鐚60貫文 上諏訪 鰍沢 米300駄 200文 なし
寛保３年 鐚13貫111文 若尾 鰍沢 米121駄 103文 ＋12文 金11両２分・鐚91文
延享元年 銭11貫118文 若尾 鰍沢 米128駄 103文 ＋61文 金13両・銭631文
延享２年 銭171文 韮崎 鰍沢 米1駄 111文 なし
延享２年 銭2貫11文 台ケ原 若尾 米219駄 9文 ＋80文
延享２年 銭61貫760文 若尾 鰍沢 米628駄 103文 ＋76文
延享３年 銭13貫700文 （不明） （不明） 米137駄 （100文） なし 駄賃は推定
延享３年 銭1貫文 （不明） （不明） 米10駄分 100文 なし 御膳米
延享３年 銭6貫300文 松本 鰍沢 米63駄 100文 なし 附通
延享３年 銭21貫700文 若尾 鰍沢 米217駄 100文 なし
延享４年 銭1貫100文 若尾 鰍沢 米11駄 100文 なし
延享４年 銭90貫312文 若尾 鰍沢 米826駄 109文 ＋308文 上と同時
延享４年 銭28貫200文 金沢 鰍沢 米111駄 200文 なし
寛延元年 銭112貫732文 若尾 鰍沢 米1301駄 109文 ＋187文
寛延元年 銭76貫212文 若尾 鰍沢 米116駄 138文 ＋861文 上と同時
寛延元年 銭2貫318文 金沢 鰍沢 米11駄 168文 なし 駄賃は推定
寛延２年 銭127貫312文 若尾 鰍沢 米1161駄 109文 ＋136文
寛延２年 銭3貫930文 （大坂屋） 鰍沢 米28俵 281文 なし 駄賃は推定
寛延２年 銭108貫100文 上諏訪 鰍沢 米1081駄 100文 なし
寛延３年 銭6貫261文 若尾 鰍沢 米17駄 132文 ＋60文
寛延３年 銭80貫827文 若尾 鰍沢 米739駄 109文 ＋276文 上と同時
寛延３年 銭10貫900文 上諏訪 鰍沢 米109駄 100文 なし
寛延３年 銭916文 鰍沢 甲府 米11俵 167文 なし 駄賃は推定
寛延４年 銭22貫100文 青木 鰍沢 米116駄 110文 ＋260文
寛延４年 銭91貫169文 若尾 鰍沢 米861駄 109文 ＋320文
宝暦２年 銭11貫621文 若尾 鰍沢 米172駄 109文 ＋176文
宝暦２年 銭16貫661文 青木 鰍沢 米100駄 110文 ＋661文
宝暦２年 （不明） 上諏訪 鰍沢 米1210駄 110文 （不明）
宝暦３年 銭19貫108文 青木 鰍沢 米137駄 111文 －117文
宝暦３年 銭19貫100文 上諏訪 鰍沢 米191駄 100文 なし
宝暦４年 銭17貫161文 青木 鰍沢 米121駄 110文 ＋201文
宝暦４年 銭12貫166文 若尾 鰍沢 米198駄 109文 －1貫816文  

【表２】　駄賃と輸送内容の一覧
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（
二
）
上
り
荷

　
本
史
料
で
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
上
り
荷
の
記
述
も
み
て
と
れ
る
。
た
と
え
ば
延
享
二
年
の

「
覚
」
で
は
、「
御
合
羽
荷
物
」
一
個
、
竹
刀
二
〇
本
、
棒
一
〇
本
と
、
竹
刀
八
二
本
、
六
尺

棒
四
〇
本
、
菰
包
棒
一
三
本
と
炭
三
俵
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
運
賃
が
松
本
藩
に

請
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
松
本
藩
が
ど
こ
か
か
ら
買
い
求
め
、
忠
右
衛
門
が

輸
送
を
請
け
負
っ
た
も
の
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
合
羽
荷
物
は
防
水
の
た
め
に
油
紙
で
包
ん

だ
荷
物
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
延
享
三
年
の
「
覚
」

に
は「
岩
渕
ゟ
鰍
沢
迄
」と
あ
る
の
で
、こ
れ
ら
が
上
り
荷
と
し
て
運
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
延
享
三
年
に
は
竹
刀
五
四
本
と
棒
九
〇
本
が
運
ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
寛
延
元
年
に
は

合
羽
三
個
、
箒
二
〇
本
、
合
羽
二
個
、
箒
八
〇
本
、
竹
刀
五
〇
本
、
棒
五
三
本
が
、
同
二
年

に
は
竹
刀
一
八
三
本
と
棒
一
四
五
本
が
運
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
本
数
は
不
明
だ
が
、
寛
延
四

年
に
竹
刀
船
賃
と
し
て
七
〇
〇
文
が
、
宝
暦
三
年
に
も
竹
刀
船
賃
が
八
月
分
と
一
二
月
分
の

二
回
計
上
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
年
に
も
竹
刀
な
ど
の
輸
送
が
行
わ
れ
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。
合
羽
荷
物
以
外
の
竹
刀
、
棒
な
ど
細
長
い
も
の
が
多
く
運
ば
れ
て
い
る
の
は
、
船

の
形
に
合
わ
せ
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
い
ず
れ
も
数
日
間
か
け
て
富
士
川
を
遡

上
し
て
も
品
質
に
影
響
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
右
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
上
り
荷
の
記
録
は
一
部
の
年
で
し
か
確
認
で
き
ず
、
毎

年
必
ず
運
ば
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
棒
の
用
途
は
不
明
で
あ
る

が
、
遠
隔
地
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
取
り
寄
せ
て
い
る
か
ら
に
は
、
な
ん
ら
か
の
特
殊
性
が
あ
っ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。
竹
刀
は
剣
術
稽
古
に
用
い
る
消
耗
品
で
あ
り
、
制
作
に
は
一
定
の
技
術

が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
上
り
荷
と
し
て
知
ら
れ
る
塩
を
含
む
海
産
物
な
ど
は
、
本
史
料
に
記
録
が
み
ら
れ

な
い
。
松
本
藩
は
海
産
物
に
つ
い
て
は
別
途
仕
入
れ
を
行
い
、
忠
右
衛
門
の
手
を
経
由
し
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
史
料
は
忠
右
衛
門
と
松
本
藩
の
取
引
記
録
に
過
ぎ
ず
、
松
本
藩
全

体
の
動
向
は
こ
こ
か
ら
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
三
）
報
告
・
上
納
の
時
期

　
本
史
料
は
寛
保
三
年
か
ら
宝
暦
四
年
ま
で
の
松
本
藩
へ
の
報
告
書
の
写
し
を
収
録
し
た
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
寛
保
三
年
を
例
に
と
る
と
、
米
・
筵
皮
米
の
取
扱
高
を
ま
と
め
た
「
御

米
請
払
目
録
」・「
筵
皮
御
米
請
払
目
録
」、
筵
皮
米
の
運
賃
を
ま
と
め
た
「
筵
皮
御
米
運
賃

目
録
」、
保
管
料
を
ま
と
め
た
「
御
米
番
賃
目
録
」、
米
・
筵
皮
米
の
買
上
高
を
ま
と
め
た
「
御

米
買
上
目
録
」・「
筵
皮
御
米
買
上
目
録
」、
若
尾
か
ら
の
輸
送
駄
賃
を
記
し
た
「
覚
」、
江
戸

廻
米
に
際
し
て
の
経
費
を
ま
と
め
た
「
覚
」、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
「
差
引
目
録
」

の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
寛
保
三
年
閏
四
月
二
二
日
の
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実

際
に
こ
れ
ら
が
同
時
に
作
成
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、「
差
引
目
録
」
の
作
成
と
提
出
に
あ

わ
せ
て
他
の
記
録
類
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
さ
て
そ
の
「
差
引
目
録
」
の
作
成
時
期
も
、
年
に
よ
っ
て
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
順
に
み

て
い
く
と
、
寛
保
三
年
閏
四
月
二
二
日
、
延
享
元
年
四
月
一
日
、
延
享
二
年
八
月
、
延
享
三

年
五
月
、
延
享
四
年
七
月
、
寛
延
元
年
九
月
、
寛
延
二
年
八
月
一
五
日
、
寛
延
三
年
五
月

二
四
日
、
寛
延
四
年
六
月
四
日
、
宝
暦
二
年
八
月
二
七
日
、
宝
暦
三
年
九
月
一
五
日
、
宝
暦

四
年
五
月
で
あ
り
、
月
ま
で
の
記
述
し
か
な
く
日
付
を
欠
く
も
の
も
多
い
。
お
お
よ
そ
四
月

か
ら
九
月
ま
で
の
期
間
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
規
則
性
は
な
い
。
遅
く
と

も
九
月
に
は
報
告
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
忠
右
衛
門
は
、
松
本
藩
に
よ
る
年

貢
徴
収
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
報
告
を
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　「
差
引
目
録
」
の
記
述
内
容
は
、
前
年
の
「
差
引
目
録
」
提
出
後
、「
差
引
目
録
」
提
出
ま

で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
寛
延
二
年
分
は
寛
延
元
年
九
月
か
ら
同
二
年
八
月
一
五
日

ま
で
の
約
一
一
ヶ
月
分
、
寛
延
三
年
分
は
同
日
か
ら
寛
延
三
年
五
月
二
四
日
ま
で
の
約
九
ヶ

月
分
、
寛
延
四
年
分
は
同
日
か
ら
寛
延
四
年
六
月
四
日
ま
で
の
約
一
二
ヶ
月
分
を
ま
と
め
た

も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
年
ご
と
に
収
録
さ
れ
て
い
る
月
数
が
異
な
る
た
め
、
年
ご
と
の

比
較
も
厳
密
に
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
差
引
目
録
」
作
成
段
階
で
の
、
お
よ
そ
一
年

間
の
商
取
引
の
記
録
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

80
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ま
た
「
差
引
目
録
」
に
は
、
売
上
金
の
上
納
時
期
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ

を
み
て
い
く
と
、
寛
保
三
年
の
「
差
引
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
寛
保
二
年
一
一
月
一
日
、
同
三

年
三
月
二
〇
日
、
同
二
三
日
、
四
月
二
四
日
、
閏
四
月
一
日
に
上
納
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
延
享
二
年
の
「
差
引
目
録
」
で
は
、
延
享
元
年
一
二
月
一
七
日
、
同
一
九
日
、
延
享
二
年

四
月
二
〇
日
、
同
二
七
日
、
六
月
七
日
、
同
八
日
、
同
一
六
日
、
同
二
七
日
、
延
享
三
年
の
「
差

引
目
録
」
で
は
延
享
二
年
一
二
月
一
日
、
同
一
九
日
、
同
二
一
日
、
延
享
三
年
三
月
二
六
日
、

延
享
四
年
の
「
差
引
目
録
」
で
は
延
享
三
年
一
二
月
一
九
日
、
同
二
一
日
、
延
享
四
年
三
月

二
四
日
、
同
二
六
日
、
四
月
二
二
日
、
五
月
一
一
日
、
同
二
〇
日
、
七
月
一
日
、
同
二
日
、

同
一
〇
日
、
同
一
七
日
、
寛
延
元
年
の
「
差
引
目
録
」
で
は
延
享
四
年
一
二
月
一
七
日
、
同

二
三
日
、
寛
延
元
年
三
月
一
日
、
四
月
、
五
月
八
日
、
六
月
、
寛
延
二
年
の
「
差
引
目
録
」

で
は
寛
延
元
年
一
一
月
二
〇
日
、
一
二
月
五
日
、
同
一
四
日
、
同
一
七
日
、
同
二
六
日
、
寛

延
二
年
三
月
二
四
日
、
同
二
五
日
、
四
月
二
四
日
、
同
二
八
日
、
五
月
一
七
日
、
同
一
八
日
、

六
月
二
八
日
、
寛
延
三
年
の
「
差
引
目
録
」
で
は
寛
延
二
年
一
二
月
一
七
日
、
同
二
〇
日
、

同
二
六
日
、寛
延
三
年
三
月
五
日
、寛
延
四
年
の
「
差
引
目
録
」
で
は
寛
延
三
年
一
二
月
一
日
、

同
一
七
日
、
同
一
八
日
、
寛
延
四
年
三
月
一
七
日
、
同
一
八
日
、
五
月
二
五
日
、
同
二
六
日
、

六
月
四
日
、
宝
暦
二
年
の
「
差
引
目
録
」
で
は
寛
延
四
年
の
「
去
冬
度
々
ニ
上
納
」、
宝
暦

二
年
二
月
二
六
日
、三
月
一
六
日
、同
二
八
日
、五
月
二
九
日
、八
月
三
日
、宝
暦
三
年
の
「
差

引
目
録
」
で
は
宝
暦
二
年
一
二
月
一
五
日
、
同
一
八
日
、
同
二
〇
日
、
同
二
四
日
、
宝
暦
三

年
四
月
二
二
日
、
五
月
、
七
月
、
宝
暦
四
年
の
「
差
引
目
録
」
で
は
宝
暦
三
年
一
二
月
七
日
、

同
一
二
日
、
同
一
八
日
、
同
二
一
日
、
同
二
二
日
、
同
二
八
日
、
宝
暦
四
年
三
月
一
五
日
に

上
納
が
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
延
享
元
年
に
は
日
付
の
記
載
が
な
い
た
め
、
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
上
納
時
期
に
つ
い
て
、
あ
え
て
規
則
性
を
見
出
す
と
す
る
と
、「
差
引
目
録
」
提
出

の
前
年
の
一
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
複
数
回
上
納
を
行
っ
た
後
、
三
月
以
降
、「
差
引
目

録
」
提
出
ま
で
に
数
回
上
納
を
行
う
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
厳
冬

期
の
正
月
・
二
月
は
何
ら
か
の
理
由
で
上
納
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
年
貢
米
の
川

下
げ
が
例
年
一
〇
月
か
ら
翌
年
の
二
月
に
か
け
て
行
わ
れ
る
た
め
、
そ
の
時
期
を
避
け
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
時
期
は
富
士
川
の
水
量
が
乏
し
く
、
他
の
時
期
ほ
ど
通
船
が
容

易
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と
、
松
本
ま
で
の
通
路
が
雪
で
ふ
さ
が
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
松
本

藩
と
の
や
り
と
り
が
避
け
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
鰍
沢
米
問
屋
の
記
録
か
ら
、
鰍
沢
河
岸
に
お
け
る
米
の
取
引
の
一
例
を
み
て

き
た
。
松
本
藩
か
ら
米
の
換
金
業
務
を
請
け
負
っ
て
い
た
鰍
沢
河
岸
の
米
問
屋
河
住
忠
右
衛

門
は
、
そ
の
一
年
間
の
取
引
の
よ
う
す
を
事
細
か
に
記
録
し
、
松
本
藩
に
報
告
し
て
い
た
。

松
本
藩
領
か
ら
集
め
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
で
鰍
沢
河
岸
に
運
ば
れ
た
米
は
、
そ
の
大
半

が
鰍
沢
で
売
却
さ
れ
た
。
ま
た
忠
右
衛
門
は
そ
の
利
益
が
最
大
に
な
る
よ
う
、
相
場
に
注
意

を
払
っ
て
換
金
を
行
っ
て
い
た
。
松
本
藩
は
鰍
沢
で
の
米
の
売
却
を
忠
右
衛
門
に
委
託
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
米
の
輸
送
費
な
ど
諸
経
費
を
差
し
引
い
て
も
、
年
間
一
、〇
〇
〇
両
を
超

え
る
安
定
的
な
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
松
本
藩
に
と
っ
て
鰍
沢
河
岸

は
、
富
士
川
水
運
に
お
け
る
通
過
点
で
は
な
く
、
米
を
換
金
す
る
た
め
の
市
場
で
あ
り
、
い

わ
ば
終
着
点
と
い
う
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
都
市
と
し
て
の
鰍
沢

の
位
置
づ
け
を
考
え
る
と
き
に
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、年
貢
米
を
基
礎
と
す
る
藩
に
よ
る
米
の
換
金
に
つ
い
て
は
、一
年
間
に
ほ
ぼ
決
ま
っ

た
額
の
米
が
村
か
ら
徴
収
さ
れ
、
そ
れ
が
藩
の
手
を
介
し
て
市
場
に
送
り
込
ま
れ
る
、
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
く
、
市
場
へ
の
輸
送
量
や
輸
送
ル
ー
ト
も

毎
年
目
ま
ぐ
る
し
く
変
転
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
市
場
へ
の
輸
送
量
や
ル
ー
ト
が
常
に
変
わ

る
な
か
で
、
米
問
屋
に
は
毎
年
一
定
額
の
利
益
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
実
際
に
忠

右
衛
門
は
そ
れ
に
応
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
忠
右
衛
門
は
松
本
藩
か
ら
集
め
ら
れ
た
米
を
鰍

沢
に
確
保
し
て
お
き
、
米
の
相
場
の
状
況
を
考
え
つ
つ
、
複
数
回
に
分
け
て
換
金
し
て
い
た
。

ま
た
鰍
沢
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
若
尾
な
ど
に
も
蔵
が
置
か
れ
、
そ
こ
に
も
一
定
額
の
米
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が
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
プ
ー
ル
さ
れ
た
米
は
、
価
格
の
変
動
に
合
わ
せ
て
換
金
さ

れ
、
市
場
に
供
出
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
松
本
藩
に
よ
る
利
益
を
最

大
化
す
る
動
き
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
米
の
供
給
に
よ
っ
て
価
格
を
調
整
す
る
機
能
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
換
金
さ
れ
た
後
の
米
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
本
史
料
か
ら
そ
れ
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
鰍
沢
は
そ
の
背
後
に
大
規
模
な
消
費
地
を
持
た
な
い

た
め）

23
（

、
米
の
多
く
は
や
は
り
富
士
川
水
運
を
介
し
て
岩
渕
へ
運
ば
れ
、
さ
ら
に
江
戸
や
大
坂

に
運
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
富
士
川
水
運
研
究
は
、
甲
斐
国
内
の
動
向
の
み

を
主
に
そ
の
分
析
対
象
と
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
米
の
動
き
の
実
態
は
、
甲
斐
国
内

の
米
の
動
き
だ
け
を
見
て
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
が
、
甲
斐
国
内

の
、
さ
ら
に
年
貢
米
か
塩
の
輸
送
の
み
を
そ
の
主
な
検
討
対
象
と
し
て
き
た
が
、
米
ひ
と
つ

を
と
っ
て
み
て
も
、
実
際
に
は
か
な
り
複
雑
な
経
路
を
経
て
鰍
沢
な
ど
の
河
岸
に
至
り
、
あ

る
も
の
は
換
金
さ
れ
て
問
屋
の
荷
物
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
換
金
さ
れ
ず
に
幕
府
や
藩
の
御

用
荷
物
と
し
て
、
富
士
川
を
下
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
の
商
品
荷
物
に
つ

い
て
も
、
ま
た
同
様
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
動
き
を
た
ど
っ
て
い
く
の
は
至
難
の

業
で
あ
る
が
、
今
後
も
関
係
資
料
の
探
索
に
努
め
た
い
。

註（
１
） 「
水
運
」、「
舟
運
」
と
も
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
用
い
ら
れ
て
き
て
お
り
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
意
味

は
大
き
く
異
な
ら
ず
、
ど
ち
ら
を
用
い
て
も
構
わ
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
い
え

ば
「
水
運
」
の
語
の
ほ
う
が
指
し
示
す
範
囲
が
広
く
、
例
え
ば
筏
と
し
て
富
士
川
を
下
さ
れ
た
材
木

な
ど
、
富
士
川
を
往
来
し
た
多
様
な
物
資
を
総
合
的
に
考
え
る
た
め
に
は
「
水
運
」
の
語
の
ほ
う
が

ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
２
） 『
山
梨
県
立
博
物
館
調
査
・
研
究
報
告
一
六
　
富
士
川
水
運
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』（
二
〇
二
三
年

三
月
予
定
）。

（
３
） 

か
つ
て
鰍
沢
河
岸
が
所
在
し
た
富
士
川
町
鰍
沢
（
旧
鰍
沢
町
）
で
は
、
一
九
九
五
年
以
降
、
護
岸
工

事
や
道
路
敷
設
な
ど
に
と
も
な
う
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
き
た
。『
鰍
沢
河
岸
遺
跡
』（
山
梨
県
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
八
年
三
月
）
か
ら
『
鰍
沢
河
岸
跡
Ⅵ
』（
山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
八
年
三
月
）
に
至
る
一
連
の
調
査
報
告
書
な
ど
を
参
照
。

（
４
） 

な
お
江
戸
時
代
前
期
に
甲
斐
国
・
信
濃
国
な
ど
に
所
領
を
有
し
た
甲
府
徳
川
家
も
、
年
貢
米
輸
送
に

富
士
川
水
運
を
使
用
し
て
い
た
。
本
稿
で
み
る
中
信
地
域
だ
け
で
は
な
く
、
甲
府
徳
川
家
領
が
分
布

し
た
北
信
地
域
に
つ
い
て
も
、
富
士
川
水
運
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

（
５
） 

山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
頼
生
文
庫
、
歴
二
〇
〇
五
―
〇
〇
八
―
〇
〇
二
四
六
四
。
館
内
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
上
な
ど
で
の
資
料
名
は
「
鰍
沢
村
御
米
仕
切
帳
」
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
史
料
上
の
記
述
に
従
っ

て
「
松
本
御
米
仕
切
帳
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
史
料
の
翻
刻
は
前
掲
註
（
２
）
報
告
書
に

掲
載
予
定
。

（
６
） 

省
略
・
簡
略
化
の
最
も
顕
著
な
例
は
日
付
と
宛
先
で
あ
る
。
寛
保
三
年
段
階
で
は
ど
ち
ら
も
丁
寧
に

記
さ
れ
て
い
る
が
、
時
期
が
下
っ
て
い
く
と
日
付
は
「
月
日
」
の
み
、
宛
先
も
「
右
御
両
人
様
」
と

さ
れ
る
ほ
か
、
ど
ち
ら
も
書
か
れ
な
い
「
目
録
」
も
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
松
本

藩
に
提
出
し
た
正
文
に
は
、
い
ず
れ
も
省
略
す
る
こ
と
な
く
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
本
史
料
内
で
は
そ
の
決
算
書
の
こ
と
を
「
目
録
」
と
称
し
て
い
る
。

（
８
） 『
鰍
沢
町
誌
　
資
料
編
』（
鰍
沢
町
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）、
一
〇
四
号
史
料
（
一
〇
六
～
一
三
七
ペ
ー

ジ
）、
一
〇
五
号
史
料
（
一
三
七
～
一
七
六
ペ
ー
ジ
）、
一
〇
六
号
史
料
（
一
七
六
～
一
八
八
ペ
ー
ジ
）

な
ど
。

（
９
） 

寛
保
二
年
の
決
算
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
寛
保
三
年
「
差
引
目
録
」
に
お
い
て
、
松

本
藩
へ
の
米
の
買
取
代
金
の
上
納
が
一
一
月
一
日
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
れ

以
前
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
10
） 「
一
俵
一
文
ツ
ヽ
」
と
あ
る
が
、
三
〇
〇
駄
、
す
な
わ
ち
六
〇
〇
俵
の
米
の
番
賃
と
し
て
六
二
四
文
が

計
上
さ
れ
て
い
る
。
手
数
料
を
含
ん
で
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
以
降
も
、
本
来
で
あ
れ
ば
「
一
俵

一
文
」
の
番
賃
と
俵
数
は
符
合
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
で
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
11
） 

そ
の
他
「
南
部
下
ケ
」
な
ど
、
南
部
に
送
ら
れ
、
そ
こ
で
売
却
さ
れ
て
い
る
米
も
あ
る
。
富
士
川
水

運
に
お
け
る
南
部
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
点
も
多
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
12
） 

溢
米
は
「
目
溢
米
」
と
同
義
と
考
え
て
い
る
。『
国
史
大
辞
典
』
の
「
目
溢
米
（
め
こ
ぼ
れ
ま
い
）
」

の
項
を
参
照
。

（
13
） 「
拝
借
」
は
寛
保
三
年
の
「
差
引
目
録
」
に
二
〇
〇
両
、
延
享
三
年
の
「
差
引
目
録
」
に
九
五
両
と

一
〇
〇
両
、
寛
延
三
年
の
「
覚
（
雑
用
金
請
取
）」
に
一
九
五
両
、
そ
れ
ぞ
れ
現
れ
る
。

（
11
）
宝
暦
三
年
「
申
御
米
御
払
」
に
「
三
百
俵
　
忠
右
衛
門
御
渡
し
」
と
あ
る
。

（
11
） 

宝
暦
二
年
に
つ
い
て
は
、
合
計
金
額
に
銀
高
の
記
載
が
な
く
、
銭
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

同
年
の
「
御
米
買
上
目
録
」
に
銀
一
〇
匁
三
分
が
七
三
七
文
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
銭
一
文
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を
銀
一
厘
三
毛
九
糸
余
り
と
し
て
計
算
し
、
銭
八
二
四
文
を
銀
一
一
匁
五
分
一
厘
五
毛
余
り
に
換
算

し
た
。

（
16
） 「
御
米
」・「
筵
皮
御
米
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
「
焼
残
米
」
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
六
五
〇
俵
と

五
九
俵
を
合
わ
せ
る
と
七
〇
九
俵
と
な
り
、
先
に
見
た
「
御
米
買
上
目
録
之
事
」
の
「
焼
御
米
」
と

同
じ
数
に
な
る
。
こ
こ
に
は
消
火
活
動
に
参
加
し
た
者
へ
の
手
当
や
船
の
損
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
17
） 

鰍
沢
に
は
諏
訪
高
島
藩
・
松
本
藩
の
蔵
が
存
在
し
た
こ
と
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
前
掲

註
（
８
）
史
料
で
は
「
諏
訪
御
蔵
」
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
前
掲
註
（
８
）
史
料
、
寛
延
元
年
十
一
月
二
日
付
「
覚
」
お
よ
び
同
年
十
二
月
付
「
覚
」。

（
19
） 

寛
延
か
ら
宝
暦
に
か
け
て
は
、
東
北
地
方
を
中
心
に
天
候
不
順
か
ら
く
る
凶
作
・
飢
饉
が
発
生
し
て

い
る
が
、
時
期
的
に
符
合
せ
ず
、
こ
の
と
き
の
鰍
沢
で
こ
れ
ほ
ど
米
価
が
高
く
な
る
理
由
は
わ
か
ら

な
い
。

（
20
） 

こ
の
両
藩
の
大
坂
廻
米
の
よ
う
す
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
松
本
藩
や
諏
訪
高
島
藩
の
財
政
の

な
か
で
、
鰍
沢
廻
米
が
ど
れ
だ
け
の
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
藩
財
政
全

体
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
21
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
松
本
藩
の
慣
行
を
踏
ま
え
て
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
大
坂
廻
米
と
の

比
率
と
あ
わ
せ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
本
史
料
で
は
若
尾
に
あ
る
米
に
か
か
る
番
賃
や

蔵
敷（
保
管
料
）が
松
本
藩
に
請
求
さ
れ
て
い
る
事
例
も
確
認
さ
れ
る（
延
享
三
年
ほ
か
）。
そ
の
た
め
、

少
な
く
と
も
若
尾
に
は
松
本
藩
や
忠
右
衛
門
に
関
係
す
る
蔵
が
あ
り
、
一
定
量
の
米
が
確
保
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
同
じ
よ
う
に
韮
崎
や
青
木
、
金
沢
に
も
蔵
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
22
） 

本
史
料
中
で
、
米
の
輸
送
に
つ
い
て
、
俵
数
で
表
記
し
て
い
る
の
は
、
寛
延
二
年
に
大
坂
屋
か
ら
鰍

沢
に
運
ば
れ
た
米
二
八
俵
と
、
同
三
年
に
鰍
沢
か
ら
甲
府
に
運
ば
れ
た
米
一
一
俵
の
み
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
輸
送
方
法
は
不
明
で
あ
る
が
、
船
で
運
ば
れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
23
） 

本
史
料
で
も
、鰍
沢
に
運
ば
れ
た
米
の
一
部
が
甲
府
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
す
が
確
認
で
き
る
が
、

量
と
し
て
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
江
戸
や
大
坂
ほ
ど
米
の
消
費
が
見
込
め
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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